
花粉発生源対策の推進
【４６３（４０２）百万円】

対策のポイント
花粉症の緩和に向け、スギ林の植替え及び植替えに必要な花粉症対策苗木

の供給拡大を加速化させます。

＜背景／課題＞
・近年では国民の３割が罹患し国民病とも言われている花粉症は、医療費の支出、労働
生産性の低下等国民経済上のマイナス要因となっています。

・スギの花粉症対策苗木の供給量は平成17年度の９万本から平成26年度には258万本と
約30倍に増加していますが、スギ苗木供給量全体に占める花粉症対策苗木の割合はま
だ約15％という状況です。

・このため、花粉症の緩和に向け、花粉症対策苗木の更なる供給増大を図るとともに、
山元での植替えを促進することが必要です。

政策目標
スギの花粉症対策苗木の供給量

（258万本（平成26年度）→1,000万本（平成29年度））

＜主な内容＞
１．花粉発生源の植替えの促進 ６９（６９）百万円
（１）花粉症対策苗木への植替えの促進 ５０（５０）百万円

花粉発生源となっているスギ林において花粉症対策苗木への植替えを促進※する
ため、スギの加工業者等が行う森林所有者への働きかけ等を支援します。
※ これに関連して、花粉症対策苗木の供給体制が整い次第速やかに、スギを植栽する場合には原

則として花粉症対策苗木のみを森林整備事業の補助対象とすることを目指します。

（２）スギ・ヒノキ花粉飛散量推定等の推進 １９（１９）百万円
スギ・ヒノキの花粉発生量推定のための雄花着生状況調査及び実証調査を支援

します。また、森林所有者等に対し、花粉発生源対策に係る普及啓発活動を支援
します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

２．花粉症対策苗木の需要・供給の拡大 ３６５（３２５）百万円
（１）生産体制の整備

① 花粉発生源対策採種園の整備等 ８２（８７）百万円
花粉症対策品種等の苗木の生産を目的とした採種園等の造成・改良や人工交

配に関する技術研修等を推進します。
② コンテナ苗生産基盤施設等の整備 ２４９（２１９）百万円

花粉症対策に資するコンテナ苗等を大量に供給するため、苗木保冷庫を含む
苗木生産施設等の整備を支援します。

補助率：定額、１／２
事業実施主体：国、都道府県、認定特定増殖事業者、事業協同組合

農業協同組合、森林組合、民間団体等

［平成29年度予算の概要］
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（２）花粉症対策苗木の普及
① 花粉症対策苗木の供給拡大 １７（１９）百万円

花粉症対策品種等の優良種苗の供給拡大のために、全国各地で苗木生産者を
対象とした技術研修、巡回指導を支援します。

② 花粉発生源対策促進事業 （農山漁村地域整備交付金で実施）
１０１，６５０（１０６，６５０）百万円の内数

花粉症対策苗木に対する需要の喚起を図るため、スギ人工林等の花粉発生源
となっている森林を対象として、花粉発生源の立木の伐倒・除去及び花粉症対
策苗木等の植栽に必要な経費の一部を支援します。

③ スギ雄花着花特性検査の高度化 １７（－）百万円
スギの雄花着花特性を短期間かつ高精度で判定できる検査手法の確立を支援

します。

補助率（国費率）：定額、３／１０
事業実施主体：都道府県、民間団体等

３．花粉飛散防止技術の開発（スギ花粉飛散防止剤の林地実証試験）
２９（－）百万円

花粉飛散防止剤の実用化に向け、ヘリコプターによる液剤の林地散布を実施し、
空中散布の基本技術を確立するとともに、花粉飛散防止効果に関するデータの収集
を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１、２（２）③、３の事業

林野庁森林利用課 （０３－３５０１－３８４５）
２（１）②、２（２）①の事業

林野庁整備課 （０３－３５９１－５８９３）
２（２）②の事業 林野庁整備課 （０３－３５０２－８０６５）
２（１）①の事業 林野庁研究指導課 （０３－６７４４－２３１２）
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森林・山村多面的機能発揮対策
【１，７００（２，４６２）百万円】

対策のポイント
森林の有する多面的機能の発揮に向け、地域住民等による森林の保全管理

活動等の取組を、市町村等の協力を得て支援します。

＜背景／課題＞
・森林の有する多面的機能を発揮するためには、適切な森林整備や計画的な森林資源の
利用が不可欠ですが、林業の不振、山村地域の過疎化・高齢化により森林の手入れを
行う地域住民が減少し、適切な森林整備等が行われていない箇所が見られます。

・そのため、地域住民等による森林の手入れ等の共同活動への支援を行うことが必要で
す。

政策目標
○平成３３年度までに、自立的に森林整備等の活動を行う団体を２，６００団体に増
やす。

○平成３３年度までに、各支援メニューごとに設定された森林の多面的機能の
発揮に関する目標を達成した活動組織の割合を８０％とする。

＜主な内容＞
１．森林・山村多面的機能発揮対策交付金 １，６８５（２，４５２）百万円

地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して行う以下の取組について、地方公共
団体による支援のあるものを優先的に支援します。また、採択に当たっては、会費徴
収などの財政的な基盤がある団体であることなどを要件とします。

（１）メインメニュー
地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して行う、以下の取組に対し、一定の

費用を国が支援。
ア 地域環境保全タイプ

集落周辺の美しい里山林を維持するための景観保全・整備活動、松林の健全性
を維持するための保全活動、風倒木や枯損木の除去、集積、処理。
高密に侵入したモウソウチク等の侵入竹の伐採・除去や利用に向けた取組。

イ 森林資源利用タイプ
集落周辺の里山林に賦存する広葉樹等の森林資源を木質バイオマス、炭焼き、

しいたけ原木等及び伝統工芸品原料に活用することを目的とした樹木の伐採、玉
伐り、搬出等。

（２）サイドメニュー
メインメニューと組み合わせることにより実施が可能。

ア 教育・研修活動タイプ
森林環境教育及び森林施業技術の向上に向けた研修活動等。

イ 森林機能強化タイプ
事業の円滑な実施や森林の多面的機能の維持・発揮に必要な路網や歩道の補修

・機能強化、鳥獣害防止施設の改良・補修活動。
ウ 機材及び資材の整備

上記（１）のア、イ及び（２）のイの活動の実施に必要な機材及び資材の整備。

補助率：定額、１／２、１／３以内（一活動組織当たりの単年度の交付額の上限は
５００万円）

事業実施主体：都道府県・市町村・学識経験者・関係団体等から構成される地域協議会
、都道府県

［平成29年度予算の概要］
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［平成29年度予算の概要］

２．森林・山村多面的機能発揮対策評価検証事業 １５（１０）百万円
森林・山村多面的機能発揮対策交付金による活動の成果を評価・検証するととも

に、各地域協議会、活動組織を集めた活動内容の報告・意見交換会を開催します。
また、新たに、活動の成果を評価・検証するためモニタリング調査等を行います。

委託費
委託先：民間団体

［お問い合わせ先：林野庁森林利用課 （０３－３５０２－００４８）］
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ポ
イ
ン
ト
】

 

･･
･･
･･
･･
･・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・ 

※
注

 
（
 
）
の
単
価
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
支
援
を
合
わ
せ
た
単
価

 

 
 

 
 
自
ら
設
定
す
る
成
果
目
標
に
基
づ
き
活
動
組
織
が
事
業
の
自
己
評
価
を
実
施

 

http://www11.plala.or.jp/satoyama-club/sub/photo/donbi/donbi1-600.jpg
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新規漁業就業者総合支援事業（新規）

１ 趣 旨
漁業就業者の減少・高齢化が進む中で、将来にわたって漁業が持続的に発展して

いくためには、意欲のある新規漁業就業者の確保が重要である。

そのため、地方公共団体や漁業者団体等による、漁業学校等での若者の学習、就

業相談会等の開催、漁業現場での長期研修、漁業活動に必要な経営管理の知識や技

術の習得のための講習会の開催等の自発的な取組を総合的に支援し、希望者が経験

ゼロからでも円滑に漁業に就業できるようにするとともに、漁業への就業と定着を

図り、漁業の将来を担う人材を確保・育成する。

２ 事業内容
（１）次世代人材投資事業（準備型）

漁業への就業に向け、漁業学校等で学ぶ若者に対する資金を支援。

（２）新規漁業就業者確保事業

① 漁業就業促進情報提供事業

漁業の就業情報の提供、漁業の就業準備講習会や就業相談会の開催を支援。

② 新規就業者確保・育成支援事業

漁家子弟を含む新規就業者の漁業現場での長期研修（最長３年間）を支援。

③ 経営・技術向上支援事業

収益力向上のための基礎的な経営管理（経理・税務、加工・流通、マーケティ

ング等）の知識や、熟練漁業者の技術やノウハウの習得を支援。

３ 事業実施主体
民間団体

４ 事業実施期間
平成29年度～平成33年度

５ 平成29年度予算概算決定額（前年度予算額）
９２６，９１２千円（５７６，９１２千円）

６ 補助率

定額

７ 担当課

水産庁企画課 ０３－６７４４－２３４０(直)
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 意
欲
あ
る
若
者
が
漁
業
に
新
規
参
入
し
、
継
続
し
て
漁
業
に
携
わ
る
た
め
の
環
境
を
整
え
る
と
と
も
に
、
漁
業
の

将
来
を
担
う
人
材
を
確
保
・育

成
す
る
。

 

新
規
漁
業
就
業
者
総
合
支
援
事
業

 

・
Ｈ
Ｐ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
り
就
業

情
報
を
提
供

 
 ・
各
都
道
府
県
の
就
業
相
談
窓
口

を
設
置

 
 ・
全
国
各
地
に
お
い
て
、
漁
業
就
業

の
た
め
の
座
学
や
体
験
漁
業
を
実

施
す
る
就
業
準
備
講
習
会
を
開
催

 
 ・
全
国
各
地
の
漁
業
就
業
相
談
会

に
お
い
て
、
就
業
希
望
者
と
漁
村

と
の
面
談

(マ
ッ
チ
ン
グ

)を
実
施

 

漁
業
就
業
促
進
情
報
提
供

 
次
世
代
人
材
投
資
事
業

 
（
準
備
型
）
 

就
業
準
備

 

 
 漁
業
へ
の
就
業
に
向
け
、

道
府
県
等
の
漁
業
学
校
等

で
必
要
な
知
識
の
習
得
等

を
行
う
若
者
に
対
し
て
、
他

産
業
に
就
職
し
た
場
合
と

比
較
し
て
最
低
限
の
資
金

を
支
援

 
（
1
5
0万

円
/年

、
最
長
２
年
） 

 

【
平
成

2
9
年
度
予
算
概
算
決
定
額

 ：
 ９
２
７

 (
５
７
７

)百
万
円
】
 

 
 漁

業
経
営
体

に
雇
用
さ
れ
る

研
修
生
の
指
導

者
（
主
に
法
人
）

に
、
研
修
経
費

と
し
て
月
最
大

1
4
.1
万
円
を
助

成
 

（
最
長
１
年
間
）
 

 

就
業
・
定
着

 

雇
用
型

 
幹
部
養
成
型

 
独
立
型

 

 
 遠

洋
沖
合
漁

船
に
雇
用
さ
れ
、

幹
部
を
目
指
す

研
修
生
の
指
導

者
（
主
に
法
人
）

に
、
研
修
経
費

と
し
て
月
最
大

1
8
.8
万
円
を
助

成
 

（
最
長
２
年
間
）
 

 
 独

立
自
営

を
目
指
す
研
修

生
の
指
導
者

（
主
に
個
人
）

に
、
研
修
経
費

と
し
て
月
最
大

2
8
.2
万
円
を
助

成
 

（
最
長
３
年
間
）
 

長
期
研
修
支
援

 
就
業
後
の

自
立
促
進

 

  
「
水
産
業
競

争
力
強
化
漁
船

導
入
緊
急
支
援

事
業
」
（
平
成

2
8

年
度
補
正
予
算

1
4
3億

円
）
に
よ

り
、
独
立
す
る

新
規
就
業
者
の

自
立
・
定
着
を

支
援

 

 
収
益
力
向
上
の
た
め
の
基
礎
的
な
経
営
管
理
（経

理
・税

務
、
加
工
・流

通
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
等
）
の
知
識
や
、
熟
練
漁
業
者
の
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
習
得
を
支
援

 

経
営
・
技
術
向
上
支
援

 研 修 終 了 後 も 対 象  

長
期
研
修
と
同
時

 

並
行
も
可
能

 

※
下
線
部
を
拡
充
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安全な漁業労働環境確保事業（継続）

１ 趣 旨
漁船の海難及び海中転落による死者・行方不明者は、全船舶の海難及び人身事故

の中で最も多い。このため、漁船の労働環境の改善や海難の未然防止等について知
識を有する「安全推進員」を養成するとともに、漁業労働環境の安全性の向上の普
及・啓発等を通じて漁船安全操業対策の充実を図る。
また、遊漁船の海難事故及び漁村等の海浜における遊漁者の転落事故も多発して

いることから、遊漁船利用者等の安全の確保を図るため、遊漁船業者等に対する安
全講習会の開催を行うとともに、各種イベントや遊漁船に指導員を派遣し、遊漁者
への安全指導について支援を行う。

２ 事業内容
（１）安全な漁業労働環境確保事業（継続）

海難事故の分析やライフジャケット等の選定等を行う漁業労働環境カイゼン
対策会議の開催及び漁船の労働環境の改善等の知識を有する「安全推進員」を
養成する。

（２）遊漁安全指導等推進事業（継続）
遊漁船事故情報の収集・分析を行うとともに、遊漁船業者等に対して安全
講習会を行う。また、各種イベントや遊漁船に指導員を派遣し、現場で遊漁
の安全等指導を行う。

３ 交付先及び事業実施主体
民間団体

４ 事業実施期間
（１）の事業 平成２５年度～平成２９年度
（２）の事業 平成２７年度～平成２９年度

５ 平成２９年度概算決定額（前年度予算額）
１４，７９０千円（１６，１１２千円）

６ 補助率等
定額

７ 担当課
（１）の事業 水産庁企画課 ０３－６７４４－２３４０（直）
（２）の事業 水産庁漁業調整課 ０３－３５０２－７７６８（直）
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安
全
な
漁
業
労
働
環
境
確
保
事
業

 

沖
に
お
け
る
安
全
は
船
長
の
責
任

 

沿
岸
漁
業
の
事
故
の
特
徴

 

一
人
乗
り
の
漁
船
に
よ
る
事
故
が
多
数
発
生

 

沿
岸
に
お
け
る
安
全
は
地
域
ぐ
る
み
で
取
り
組
む

 

遊
漁
船
の
事
故
も
依
然
と
し
て
多
発

 

平
成

2
9
年
度
概
算
決
定
額
：
1
5
（
1
6
）
百
万
円
）
 

遠
洋
・
沖
合
漁
業
の
事
故

の
特
徴

 

一
度
の
事
故
で
多
数
の
死
者
・行
方

不
明
者
が
出
る

 

過
去
の
事
故
例

 
・平
成

20
年

6月
千
葉
県
沖

 
  
ま
き
網
船
寿
和
丸

 
 

  
死
者
・行
方
不
明
者

1
7
名

 
・平
成

21
年

4月
長
崎
県
沖

 
 

 
 

 
 

  
ま
き
網
船
大
栄
丸

 
  
死
者
・行
方
不
明
者

1
2
名

 
・平
成

22
年

1月
長
崎
県
沖

 
 
底
曳
網
船
山
田
丸

 
 
死
者

1
0
名

 
 

 
 

・平
成

24
年

9月
宮
城
県
沖

 
 

 
 

  
か
つ
お
船
堀
栄
丸

 
  
死
者

1
3
名

 

○
漁
船
幹
部
を
対
象
と
し
た
安
全

 
推
進
員
の
養
成
講
習
等

 
○
遊
漁
船
業
者
等
へ
の
安
全
講
習

 

○
漁
業
士
等
の
漁
業
者
を
対
象
と
し

た
安
全
推
進
員
の
養
成
講
習
等

 
○
遊
漁
者
へ
の
安
全
指
導
の
た
め
各

種
イ
ベ
ン
ト
等
に
指
導
員
を
派
遣

 

資
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海
上
保
安
庁

 
平
成

2
6
年
度
に
お
け
る
海
難
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て

 

3
0
8
人

 

7
4
%

 

1
0
6
人

  

2
6
%
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存

 
死
亡
・
行
方
不
明

 

4
1
4
人

 

漁
船
か
ら
の
海
中
転
落
者
の
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
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用
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非
着
用
別
の
死
亡
率

 
 

過
去
５
年
間
（
H

2
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） 

ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
非
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用

 
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
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3
8
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9
%
 

4
0
2
人

 

5
1
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生
存

 
死
亡
・
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方
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7
8
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全
海
難
の
事
故
の
中
で
漁
船
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難
の
死
者
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最
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多
い
。

 

海
上
の
労
働
の
中
で
、
最
も
危
険
性
が
高
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5
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5
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2
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H
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H
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H
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H
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漁
船

 
プ
レ
ジ
ャ
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ボ
ー
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貨
物
船

 

タ
ン
カ
ー

 
遊
漁
船

 
旅
客
船

 

（
人
）
 

死
者
・
行
方
不
明
者
を
伴
う
事
故
の
船
舶
種
類
別
に
よ
る

 

死
者
・
行
方
不
明
者
数
の
推
移

 

（
過
去

1
0
年
間
） 

沖
に
お
け
る
安
全
は
船
長
の
責
任

 

併
せ
て
漁
業
種
類
等
に
適
し
た
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
等

の
選
定
及
び
着
用
方
法
の
提
案

 

資
料
：
船
員
災
害
疾
病
発
生
状
況
報
告
（船
員
法
第

1
1
1
条
報
告
書
）（
平
成

2
6
年
度
）
 

●
漁
船
の
海
難
・
災
害
発
生
の
状
況

 

・
漁
船
員
の
災
害
発
生
率
は
、
陸
上
の
全
産
業
の
約
６
倍

 

・
漁
船
の
災
害
発
生
率
は
、
船
種
の
中
で
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番
高
い

 

・
漁
船
は
、
海
難
に
よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
数
の
５
割

 

（
H

2
7
：
漁
船

2
4
／
対
象
船
舶

4
8
）
を
占
め
て
い
る

 

業
種
別

 
災
害
発
生
率
（
千
人
率
）
 

 船
員

 
9
.7

 
 （
う
ち
、
漁
船
）
 

1
3
.5

 
 全
産
業

 
2
.3

 

資
料
：
平
成
２
７
年
に
お
け
る
海
難
の
現
況
と
対
策
に
つ
い
て
（
海
保
庁
）
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有害生物漁業被害防止総合対策事業（拡充）

１ 趣 旨
近年、我が国周辺海域に広域に出現するトド、ザラボヤ、大型クラゲ等の有

害生物により、漁具の破損、食害による漁獲量の減少、作業の遅延、漁獲物の
品質低下等、我が国漁業に甚大な被害が発生し、漁業者の経営に大きな影響を
与えている。
このうち、外来種であるザラボヤのように分布拡大が続き、漁業被害の増大

を引き起こす有害生物も存在している。
このため、これらの有害生物による漁業被害対策をより効果的・効率的に進

め、総合的に漁業被害を防止・軽減することにより、漁業経営の安定化を図る
必要がある。

２ 事業内容
（１）大型クラゲ国際共同調査事業

日中韓の国際的枠組みの下、大型クラゲの出現動向を迅速に把握するため、
東シナ海及び黄海における大型クラゲのモニタリング調査等を支援する。

（２）有害生物調査及び情報提供事業（拡充）
有害生物の出現状況や生態を把握し、これら情報の漁業関係者等への提供を

行うことを支援する。特に、より効果的・効率的な対策が求められているトド
及びナルトビエイに関し調査海域を追加するなど内容の充実を図る。

（３）有害生物被害軽減技術開発事業
有害生物による漁業被害を効果的・効率的に軽減するための技術を開発・実

証するために要する経費を支援する。

（４）有害生物被害軽減対策事業（拡充）
有害生物の駆除・処理、改良漁具の導入促進といった漁業関係者による被害

軽減対策に要する経費を支援するとともに、ザラボヤの発生増大に対応するた
め、駆除・処理に係る支援を拡充する。

（５）有害生物利活用促進事業（新規）
有害生物の利活用のための技術開発に要する経費を支援する。

３ 交付先及び事業実施主体
民間団体等

４ 事業実施期間
平成27年度～平成29年度

５ 平成29年度予算概算決定額（前年度予算額）
５３５，０６９千円（５２８，３１６千円）

６ 補助率等
定額、１／２

７ 担当課
水産庁漁場資源課 ０３－３５０２－８４８７（直）
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 漁
業
経
営
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刻
な
影
響
を
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ぼ
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、
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ラ
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型
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ラ
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す
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。

 

有
害
生
物
漁
業
被
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防
止
総
合
対
策
事
業

 
【
平
成

2
9
年
度
予
算
概
算
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定
額
：
５
３
５
（
５
２
８
）
百
万
円
】
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対
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査
費
（
旅
費
）
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船
料
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燃

 
 

 
 
油
費
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陸
上
処
理
に
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す
る
有

 
 

 
害
生
物
の
運
搬
費
及
び
処
分

 
 
費
、
航
空
機
借
料
等

 
 補
助
率

 ：
 

 
定
額
、
１
／
２

 
 
（
補
助
率
が

1
/
2と
な
る
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は
、

 
 
有
害
生
物
被
害
軽
減
対
策
事

 
 
業
に
お
け
る
改
良
漁
具
の
導

 
 
入
費
、
駆
除
効
果
促
進
ネ
ッ
ト

 
 
の
導
入
費
及
び
陸
上
処
理
の

 
 

 
た
め
の
機
材
導
入
費
） 

 事
業
実
施
主
体

 ：
 民
間
団
体
等

 
 交
付
先

 ：
 

 
国

 
⇒

 
民
間
団
体
等

 
  

※
②
の
事
業
に
つ
い
て
は
、

 
 
オ
ッ
ト
セ
イ
も
対
象

②
調
査
及
び
情
報
提
供
【拡
充
】

【ト
ド
上
陸
場
調
査
】

出
現
状
況
・
生
態
の
把
握
及
び
漁
業

関
係
者
等
へ
の
情
報
提
供
を
行
う
。
効

率
的
な
駆
除
対
策
に
資
す
る
た
め
、
ト

ド
（
根
室
（
知
床
）
来
遊
群
等
）
と
ナ

ル
ト
ビ
エ
イ
（
東
シ
ナ
海
等
）
の
知
見

を
充
実
。

目
視
調
査

ト
ド
、
大
型
ク
ラ
ゲ
等
の
有

害
生
物
に
よ
る
漁
業
被
害

○
作
業
の
遅
延

○
漁
獲
物
の
鮮
度
低
下

○
漁
具
の
破
損

○
操
業
困
難
（
休
漁
）

な
ど

【
定
置
に
大
量
入
網
し
た
大
型
ク
ラ
ゲ
】

漁
業
被
害
の
防
止
・
軽
減

の
た
め
の
対
策
が
必
要

背
景

①
大
型
ク
ラ
ゲ
国
際
共
同
調
査

フ
ェ
リ
ー
目
視
調
査
の
結
果

出
現
動
向
を
迅
速
に
把
握
す
る
た

め
、
日
中
韓
共
同
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
調
査
等
を
行
う
。

取
締
船
で
の
長
距
離
音
響
発
生
装
置

【
ト
ド
の
追
い
払
い
に
使
用
】

効 率 的 な 漁 業 被 害 の 軽 減 に よ り 漁 業 経 営 の 安 定 に 貢 献

【
ト
ド
に
破
ら
れ
た
網
】

事
業
対
象
生
物

【
大
型
ク
ラ
ゲ
】

【
ト
ド
】

【
ナ
ル
ト
ビ
エ
イ
】

【
ザ
ラ
ボ
ヤ
】

【
キ
タ
ミ
ズ
ク
ラ
ゲ
】

④
被
害
軽
減
対
策
【拡
充
】

駆
除
・
処
理
、
改
良
漁
具
の
導
入

促
進
等
の
被
害
軽
減
対
策
を
行
う
。

特
に
被
害
の
拡
大
が
続
く
ザ
ラ
ボ
ヤ

に
対
応
。

【
処
理
し
た
ザ
ラ
ボ
ヤ

の
運
搬
・
処
理
】ザ
ラ
ボ
ヤ
の
駆
除
・処
理

③
被
害
軽
減
技
術
開
発

長
距
離
音
響
発
生
装
置
を
用
い
た
ト
ド
追
い
払
い
手
法
の
実
証
や
、

海
洋
環
境
に
応
じ
た
ザ
ラ
ボ
ヤ
付
着
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
構
築
の
た

め
の
研
究
等
を
行
う
。

⑤
利
活
用
促
進
【新
規
】

駆
除
の
実
効
性
向
上
に
資
す
る
有

害
生
物
の
利
活
用
の
た
め
の
技
術
開

発
を
行
う
。

【
ト
ド
肉
の

多
角
的
利
用
】

ニ
ー
ズ
把
握
・
商
品
開
発

※
②
の
事
業
に
つ
い
て
は

オ
ッ
ト
セ
イ
も
対
象
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健全な内水面生態系復元等推進事業（拡充）

１ 趣 旨
内水面漁業は、河川や湖沼で漁獲されるアユやワカサギ、湖沼や養殖池で養

殖されるウナギやコイなど、和食文化と密接に関わる様々な水産物の供給に加
え、内水面漁業者による水産動植物の増殖や漁場環境の保全・管理を通じて、
釣り場や自然体験活動の学習の場といった自然と親しむ機会を国民に提供する
などの多面的機能を発揮し、豊かな国民生活の形成に大きく寄与している。
しかしながら、河川・湖沼においては、生息環境の悪化やカワウ・外来魚に

よる被害の拡大により、漁獲量が減少している。このため、外来魚の駆除技術
開発等やカワウ被害の防止等に係る漁業関係者の取組を促進することにより、
内水面における水産資源の回復と水産物の安定供給を図る必要がある。

２ 事業内容
（１）委託事業

ア 河川流域等外来魚抑制管理技術開発事業 ５，３４２千円（５，３４２千円）
近年、河川において分布域が拡大しているコクチバスやチャネルキャット

フィッシュの駆除技術の開発や、湖沼において一旦減少した外来魚が急激に
増加する現象の要因調査を行う。

イ 先端技術を活用したカワウ被害対策開発事業 ７，００７千円（拡充）
特に既存のカワウ被害対策が困難な地域や漁業者の減少・高齢化によって

労働力が確保できない地域において、より効率化・省労力化した対策を実施
するため、ドローン等の先端技術を活用したカワウ被害対策技術開発を行う。

（２）補助事業
健全な内水面生態系復元等推進事業

２４０，９３７千円（２４１，０５８千円）
地域間の広域的な連携による健全な内水面生態系の復元を推進する体制整備

やその下での広域的なカワウ・外来魚の生息状況調査や被害防止対策等の取組
等を支援する。

３ 委託先及び事業実施主体
民間団体等

４ 事業実施期間
２（１）アの事業 平成27年度～平成29年度
２（１）イの事業 平成29年度～平成31年度
補助事業 平成26年度～平成30年度

５ 平成29年度予算概算決定額（前年度予算額）
２５３,２８６千円（２４６,４００千円）

６ 補助率等
２の（１）委託費
２の（２）定額、１／２

７ 担当課
水産庁栽培養殖課 ０３－３５０２－８４８９（直）
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 内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
内
水
面
の
水
産
資
源
の
回
復
等
を
図
る
た
め
、

外
来
魚
及
び
カ
ワ
ウ
の
効
果
的
な
被
害
対
策
技
術
開
発
を
推
進
し
、
そ
の
成
果
の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、

広
域
的
な
カ
ワ
ウ
の
生
息
状
況
調
査
、
駆
除
及
び
繁
殖
抑
制
活
動
等
の
取
組
を
支
援

 

健
全
な
内
水
面
生
態
系
復
元
等
推
進
事
業

 
【
平
成

2
9
年
度
予
算
概
算
決
定
額
：
 ２
５
３
（
２
４
６
）
百
万
円
】
 

補
助
対
象

 ：
 

①
 
河
川
流
域
等
に
お
け
る
外
来
魚
の
効

 
 
果
的
な
駆
除
技
術
等
の
開
発
及
び
一
旦

 
 
減
少
し
た
外
来
魚
の
再
増
加
要
因
調
査

 
②

 
ド
ロ
ー
ン
等
先
端
技
術
を
活
用
し
た
効

 
 
率
化
・
省
労
力
化
の
た
め
の
カ
ワ
ウ
被
害

 
 
対
策
技
術
の
開
発

 
③

 
広
域
的
な
連
携
の
下
で
の
カ
ワ
ウ
の

 
 
個
体
数
削
減
に
向
け
た
駆
除
の
取
組
等

 
 補
助
率

 ：
 

①
②

 
委
託
費

 
③

 
定
額
、

1
/
2以
内

 
 事
業
実
施
主
体

 ：
民
間
団
体
等

 
 交
付
先
（
委
託
先
）
 ：
国

 
⇒

 
民
間
団
体
等

 
 そ
の
他

 ：
公
募
に
よ
り
実
施
主
体
を
選
定

 

委
託
事
業

 

河
川
・
湖
沼
に
お
い
て
は
、
内
水
面
水
産
資
源
の
生
息
環
境
の
悪
化
や
カ
ワ
ウ
・
外
来

魚
に
よ
る
被
害
の
拡
大
に
よ
り
、
漁
獲
量
が
減
少
。

 

○
カ
ワ
ウ
の
個
体
数

 

 
削
減
の
た
め
の
駆
除

 

 
活
動
等

 

○
チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ
ッ
シ
ュ

 

 
等
の
効
果
的
な
駆
除
技
術

 

 
の
開
発

 

補
助
事
業

 

○
ド
ロ
ー
ン
等
を
活
用
し
た
カ
ワ

 

 
ウ
被
害
対
策
技
術
の
開
発

 

○
オ
オ
ク
チ
バ
ス

 

 
等
の
駆
除
活
動

 

こ
れ
ら
の
取
組
に
よ
っ
て
、
内
水
面
資
源
の
回
復
と

 
内
水
面
の
水
産
物
の
安
定
供
給
が
図
ら
れ
る
。
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鰻供給安定化事業（継続）

１ 趣 旨
近年、東アジア全体でニホンウナギ資源状態の減少が懸念されており、平成

26年６月には、ＩＵＣＮのレッドリストにおいて絶滅危惧種ＩＢ類に指定され
た。資源の減少要因として、海洋環境の変動、生息環境の悪化、シラスウナギ
の乱獲が指摘されており、資源管理及び生息環境改善の対策を進める必要があ
る。
このため、ニホンウナギの国際的な資源管理や国内における生息環境改善の

取組を支援するとともに、河川及び海域におけるウナギの生息状況や生態等に
ついての調査、放流に適した種苗の育成手法や効果的な放流手法の開発を行う。

２ 事業内容
（１）補助事業

ア 民間連携推進事業 ７，６５１千円（７，６５１千円）
国内のウナギ資源管理団体が東アジア各国・地域と民間協議を通じて東ア

ジア全体の資源管理措置を推進する取組を支援する。
イ 鰻生息環境改善支援事業 ４３，７９１千円（４３，７９１千円）

ウナギの生息環境の改善につながる石倉や稚ウナギの遡上に適した簡易な魚
道の設置等の取組を支援する。

（２）委託事業
ア 河川及び海域での鰻来遊・生息状況調査事業

４５，５００千円（４５，５００千円）
ウナギの資源評価・管理に不可欠な知見を得るための河川及び海域におけ

る現地調査を行う。
イ 内水面資源生息環境改善手法開発事業

１６，８０６千円（１６，８０６千円）
河川におけるウナギ等の生息環境の改善手法の調査を行う。

ウ 放流用種苗育成手法開発事業 ８，９９２千円（８，９９２千円）
放流に適した種苗の育成手法の調査を行う。

エ 効果的な放流手法検討事業 ２４，３０２千円（２４，３０２千円）
効果的なウナギの放流手法の検討を行う。

３ 委託先及び事業実施主体
民間団体等

４ 事業実施期間
２（１）アの事業 平成19年度～平成29年度

イの事業 平成28年度～平成30年度
２（２）アの事業 平成27年度～平成30年度

イの事業 平成25年度～平成29年度
ウの事業 平成25年度～平成29年度
エの事業 平成28年度～平成31年度

５ 平成29年度予算概算決定額（前年度予算額）
１４７，０４２千円（１４７，０４２千円）

６ 補助率等
２（１）定額、３／４、１／２
２（２）委託費

７ 担当課
水産庁栽培養殖課 ０３－３５０２－８４８９（直）
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 近
年
、
東
ア
ジ
ア
全
体
で
ウ
ナ
ギ
資
源
状
態
の
減
少
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
国
際
的
な
資
源
管

理
や
生
息
環
境
改
善
の
取
組
の
支
援
と
と
も
に
、
河
川
及
び
海
域
に
お
け
る
ウ
ナ
ギ
の
生
息
状
況
等
に
つ
い
て
の
調
査
、
放

流
に
適
し
た
種
苗
の
育
成
手
法
の
調
査
や
効
果
的
な
放
流
手
法
等
の
開
発
を
実
施
。

 

鰻
供
給
安
定
化
事
業

 
【
平
成

2
9
年
度
予
算
概
算
決
定
額

 ：
１
４
７
（
１
４
７
）
百
万
円
】
  

補
助
対
象

 ：
 

①
 

 
東
ア
ジ
ア
各
国
・
地
域
と
の
民
間
協
議
を

通
じ
て
東
ア
ジ
ア
全
体
の
資
源
管
理
措
置

を
推
進
す
る
取
組

 
②

 
 
ウ
ナ
ギ
の
住
み
処
や
隠
れ
家
と
な
る
生

息
環
境
改
善
の
取
組

 
③

 
 
ウ
ナ
ギ
の
資
源
評
価
・
管
理
に
不
可
欠

な
知
見
を
得
る
た
め
の
河
川
及
び
海
域
に

お
け
る
現
地
調
査

 
④

 
 
ウ
ナ
ギ
等
内
水
面
資
源
の
生
息
環
境
改

善
手
法
検
討

 
⑤

 
 
放
流
に
適
し
た
種
苗
の
育
成
手
法
の
調

査
 

⑥
  
ウ
ナ
ギ
の
効
果
的
な
放
流
手
法
の
検
討

 
 補
助
率

 ：
 

 
 ①
、
②

 
定
額
、

3
/
4、

1/
2
以
内

 
 

 ③
～
⑥

 
委
託
費

 
   事
業
実
施
主
体

 ：
民
間
団
体
等

 
  交
付
先

 （
委
託
先
）
：
 

 
 国

 
⇒

 
民
間
団
体
等

 

（
背
景
）
東
ア
ジ
ア
全
体
で
ウ
ナ
ギ
の
稚

魚
（
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
）
の
漁
獲
が
低
迷

 
       

③
 河
川
及
び
海
域
（
沿
岸

域
や
汽
水
域
）
で
の
ウ
ナ

ギ
の
移
動
状
況
や
生
息

数
な
ど
生
活
史
に
関
す
る

基
礎
デ
ー
タ
の
収
集

 

①
 東
ア
ジ
ア
各
国
・
地
域
内
の
資

源
管
理
措
置
の
遵
守
状
況
の
確
認

や
資
源
管
理
の
醸
成
の
取
組

 

ウ
ナ
ギ
資
源
の
回
復
・
安
定
供
給
の
実
現

 

産
卵
場
で
採
集
さ
れ
た
親
ウ
ナ
ギ
の

 

5
 割
弱
が
海
水
履
歴

 

日
本
の
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
採
捕
量

 

②
 ウ
ナ
ギ
の
生
息
環
境
の
改
善
に
つ

な
が
る
石
倉
や
魚
道
設
置
等
の
取
組

 

石
倉

 
 

 
 

 
 

 
石
倉
を
応
用
し
た
魚
道

 

⑥
 ウ
ナ
ギ
の
サ
イ
ズ
等
を
考
慮

し
た
放
流
に
よ
る
成
長
等
の
違

い
に
つ
い
て
の
評
価

 

⑤
 通
常
の
飼
育
で
は
育
成
が

難
し
い
メ
ス
の
親
ウ
ナ
ギ
の
育

成
試
験

 
 

ク
ロ
コ
が
入
っ
て
い
る

 

可
能
性

 

④
 内
水
面
魚
種
の
分
布

状
況
や
生
息
環
境
の
特

徴
等
の
把
握
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水産多面的機能発揮対策（継続）

１ 趣 旨
水産業・漁村は、国民に安全で新鮮な水産物を安定的に提供する役割に加え、

藻場・干潟等の保全や海難救助等の多面的機能を有しているが、漁村人口の減

少・漁業者の高齢化等により、多面的機能の発揮に支障が生じている。

そのため、環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など水

産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援することにより、水

産業の再生・漁村の活性化を図るものである。

２ 事業内容
（１）水産多面的機能発揮対策事業

（支援メニュー）

① 環境・生態系保全

ア 水域の保全：藻場の保全、サンゴ礁の保全及び種苗放流等

イ 水辺の保全：干潟等の保全、ヨシ帯の保全、漂流漂着物堆積物処理及び

内水面の生態系の維持・保全等

② 海の安全確保：国境・水域の監視及び海難救助等

※ 多面的機能の理解・増進を図る取組（教育・学習）

：漁村文化にかかる取組については、上記①又は②の活動にあわせて多面

的機能の理解・増進につながる教育・学習の取組を実施する場合に支援

（事業の仕組み）

都道府県、市町村及び漁業者団体等による地域協議会を設置し、国は地域

協議会に交付金を交付。

地域協議会は、漁業者等により組織された活動組織が行う活動に対し、交

付金交付事務等を行う。

（２）水産多面的機能発揮対策支援事業

多面的機能を発揮させるために行う活動について、国民への理解促進を図る

ための啓発・普及、講習会、専門員の派遣、技術サポートの実施及び分析・評

価を行う。

３ 委託先及び事業実施主体
（１）水産多面的機能発揮対策事業

事業実施主体：地域協議会、活動組織、都道府県及び市町村

（２）水産多面的機能発揮対策支援事業

委託先：民間団体等

４ 事業実施期間
平成28年度～平成32年度

takahiro_mori850
スタンプ



５ 平成29年度予算概算決定額（前年度予算額）
（１）水産多面的機能発揮対策事業

２，７００，０００千円（２，７００，０００千円）

（２）水産多面的機能発揮対策支援事業

１００，０００千円（１００，０００千円）

６ 補助率等
（１）水産多面的機能発揮対策事業

① 環境・生態系保全

定額（１／２相当）

② 海の安全確保

定額

（ただし、資機材の整備については、１／２以内）

（２）水産多面的機能発揮対策支援事業

委託

７ 担当課
水産庁計画課 ０３－３５０１－３０８２（直）
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①
 
環
境
・
生
態
系
保
全

 
  
ア

 水
域
の
保
全

 
・
藻
場
の
保
全

 
・
サ
ン
ゴ
礁
の
保
全

 
・
種
苗
放
流

  
 

 
等

 
 
イ

 水
辺
の
保
全

 
・
干
潟
の
保
全

 
・
ヨ
シ
帯
の
保
全

 
・
漂
流
漂
着
物
処
理

 
・
内
水
面
の
生
態
系
の

 
  

 維
持
保
全

 
 

 
 
等

 
 

②
 
海
の
安
全
確
保

 
・
国
境
・
水
域
の
監
視

 
・
海
難
救
助

 
 

 
 
等

 
 

※
多
面
的
機
能
の
理
解
・
増
進
を
図
る

取
組
（
教
育
・
学
習
）

 
漁
村
文
化
に
つ
い
て
は
、
上
記
①

 、
②
の

活
動
に
あ
わ
せ
て
実
施
す
る
場
合
に
支
援

 

  
干
潟
の
保
全
（
干
潟
の
耕
う
ん
）
  

国
境
・
水
域
の
監
視
 

海
難
救
助
（
訓
練
）
 

【
事
業
の
仕
組
み
】

 

地
域
協
議
会
 

•
都
道
府
県
、
市
町
村
、
漁
業
者
団
体
、
学
識
経
験
者
等
に

よ
り
構
成

 
•

活
動
組
織
の
指
導
、
交
付
金
の
管
理
等

 

活
動
組
織
 

•
漁
業
者
、
地
域
住
民
、
学
校
、

N
P
O
等
で

構
成

 
•

活
動
項
目
を
選
択
し
、
実
施

 

水
 

産
 

庁
 

交
付

 
交
付

 

環
境
・
生
態
系
の
維
持
・
回
復
や
安
心
し
て
活
動
で
き
る
海
域
の
確
保
な
ど
、
漁
業
者

等
が
行
う
水
産
業
・
漁
村
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
資
す
る
地
域
の
活
動
を
支
援

 
第
２
期
対
策

 
（
平
成

2
8
年
度
～

3
2
年
度
）

 

【
支
援
メ
ニ
ュ
ー
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 
①
定
額
（
１
／
２
相
当
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
②
定
額
（
た
だ
し
、
資
機
材
に
つ
い
て
は
１
／
２
以
内
）

 

水
産
多
面
的
機
能
発
揮
対
策

 
平
成
29
年
度
予
算
概
算
決
定
額
：
２
，
８
０
０
（
２
，
８
０
０
）
百
万
円

 

サ
ン
ゴ
礁
の
保
全
 

（
オ
ニ
ヒ
ト
デ
の
駆
除
）
 

【
補
助
率
】
 

藻
場
の
保
全
（
母
藻
の
設
置
）
 

内
水
面
の
生
態
系
の
維
持
・
 

保
全
・
改
善
（
河
川
清
掃
）
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